
 

京都市ウッド・チェンジアクション推進会議 規約 

 

 

（名称） 

第１条 本会は、京都市ウッド・チェンジアクション推進会議と称する。 

 

（目的） 

第２条 豊富な森林資源を循環利用し、脱炭素社会の実現や木の文化の継承・発

展を図るため、木材利用の最大の需要先である建築物における木材利用を促

進するとともに、林業及び木材関連産業の成長産業化を実現することが重要

である。このため、本会は、幅広い分野の関係者が相互に協力し、民間建築物

等における木材利用の促進及び木材を利用しやすい環境づくりに取り組むこ

とを目的とする。 

 

（活動） 

第３条 本会議は、次の活動を行う。 

⑴ 木材利用に関する意見交換、情報共有 

⑵ 民間建築物等における木材利用の先進的な取組等の発信 

⑶ 民間建築物等における木材利用や都市の木造・木質化に資する活動の支援 

⑷ 木材利用を促進する者で構成する会員制度の検討 

⑸ その他 

 

（構成員） 

第４条 本会議は別に掲げる者で構成する。なお、必要に応じて、構成員の追加

等の変更を行うことができる。 

２ 本会議に座長を置く。座長は構成員の互選により選任する。 

３ 議事の内容等により必要と判断した場合は、推進会議に参考人を参加させ

て意見を聞くことができる。 

 

（事務局） 

第５条 本会議に事務局を置く。 

２ 事務局は京都市産業観光局農林振興室林業振興課に置く。 

 

（議事） 

第６条 本会議の議事は、構成員の３分の２以上をもって決する。 

 

（情報公開） 

第７条 本会議の議事及び資料は原則公開とするが、企業の活動や販売戦略等

に関わる内容については、会員の希望により非公開とすることができる。 



２ 事務局が作成した推進会議の議事概要等は、構成員の了承を得た上で京都

市のホームページに掲載し公開する。 

 

（秘密保持義務） 

第８条 構成員及び参考人は、本会議の活動を通じて知り得た秘密を漏らして

はならない。退会した後も同様とする。 

 

（その他） 

第９条 本規約に規定のない事項は、事務局が推進会議に諮って定める。 

 

 

附則 

本規約は令和４年１０月８日から適用する。 
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